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たとえば SA・PAに広告規制特区を。ファミリー改革はこれからが本番 
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道路四公団のファミリー企業の実態がかなり明らかになってきたことは、委員

会の成果のひとつである。 
 
「日本道路公団OBが 700 社に 2,500 人、首都高速道路公団OBが 300 社に 530

人、阪神高速道路公団OBが 150 社に 280 人、本州四国連絡橋公団 OBが 90 社に

150 人天下っていることが判明した。ほぼ全社が四公団と取引関係があり、公団 OB

の受け入れ人数と公団等からの業務受注に明白な相関関係がみられた。OB 受け入

れ先企業に優先的に業務を発注しており、業務の必要性というよりも OB の雇用の維

持という目的から、これら企業が存在している」（12月6日提出 委員会意見書18頁） 

 

意見書および附属資料で示した実態分析結果では、これまで断片的にしか捕捉

されてこなかった公団ファミリー企業の構造の大枠を描写することができた。

ただしファミリー企業の数は膨大であり、分析のさらなる精緻化および改革の

具体的なアクションプランの立案と実施は、来年度以降に継続して取り組むべ

き課題である。 
 
具体的なアクションプランを立案・実施していくにあたり、その実現のために

かならず必要になるのが諸々の規制緩和である。委員会答申では、「直ちに取り

組むべき措置」のひとつとして「コスト削減計画の作成」を挙げているが、こ

ちらについても同様である。公団のコスト削減計画は、ファミリー改革と一体

で進めていかなくてはいけないものであり、ファミリー企業改革、公団の経営

改善は、規制緩和を同時に行わなくては実現できないのである。 
 
経営改善のための増収策を考える場合に、民間ならたとえば SAPA での広告
収入などはすぐにも思いつくアイデアである。ところが高速道路では広告ひと

つ出すのにも、「道路法」にもとづく通達「指定区間内の一般国道における路上

広告物等の占用許可基準について（昭和44年8月20日建設省道政発第52号）」、

「屋外広告物法（昭和 24 年制定）」にもとづき地方自治体が独自に制定してい

る「屋外広告物条例」、道路交通法など、数々の規制が阻んでいる。＜詳細につ

いては第２８回（１１月５日）の委員会にて（猪瀬直樹委員提案資料）「新規公
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告媒体開発における規制と障害」で記しているので参考にされたい＞これらの

規制の全面的な撤廃を、明日から「直ちに措置する」ことは現実的には難しい

だろう。 
 
しかし、まず実験的にいくつかのエリアで展開することは可能である。ちょう

ど内閣府では規制特区のプロジェクトを進行中である（現在は第二次募集中で

03年 1月 15日が締め切り）。規制特区の申請は公団が行うことも可能なので民
営化後の新規ビジネス展開に先駆ける実験としていくつかプロジェクトを立ち

上げてみてはどうか。 
 
たとえば、東名の海老名 PA を広告フリー特区にするプランを申請してみる。

JRグループの広告収入 800億円のせめて一割くらいは、高速道路での広告収入
が得られるのではないかとも思うところだが、過去に例がないのでビジネスプ

ランを立てづらい。規制特区をモデルケースとして売上などの効果を計れば、

民営化後の収益予測の参考にできるだろう。 

 

もちろん広告だけに限定するものではなく、SAPA にショッピングモールを誘致

したり、救急病院を建てたり、農業特産物の販売拠点をつくったり、広域廃棄

物処理場を造ったり、とさまざまなアイデアが出てくるはずである。出来るも

のからまずは実験的でかまわないので、とにかくすぐにでも始めてみることが

重要だろう。 

  

ファミリー企業に関する「直ちに取り組むべき措置」として、「入札資格要件

の撤廃」も挙げている。 

 「道路関係四公団は、現在外注している維持補修等の業務について、管理実績等

の入札参加資格の要件を2002年度内に撤廃する。また、新規参入の目標を設定・公

表し、外注業務についての新規参入を促進する」 

 この件に関連して、入札に関する各種情報についてインターネット上での情報公開

を進めていくことから始めることを提案する。猪瀬直樹提出資料を参照いただきたい。 

  

 

 

 

 



インターネット上で提供すべき情報のイメージ

【例】SA・PAテナント契約の場合

高速道路名 テナント経営場所 年間交通量 営業社名 占用者 契約内容 契約期間 契約パターン 保証金 建設協力金 その他

売店 H12.4.1～H15.3.31 家賃制

スナックコーナー H12.4.1～H15.3.31 完全歩合制

現行入札制度 現行入札条件 入札結果 次回募集公告日 次回入札予定日 次回入札制度 次回入札条件

公募型指名競争入札 H15.12.10 H15.2.10

公募型指名競争入札 H15.12.10 H15.2.10

※　道路管理業務系、建設工事系等、その他すべての契約情報についてデータベースを構築することを提案する。

機構×▲道路サービス●●自動車道 ×○PA（上） 85,000台

全国地図や

ＳＡ・PAのHPへリンク

（駐車場数など）

会社HPへリンク 店舗の紹介ページへリンク

例）メニュー、写真、ユーザーの声のページなど
契約書の

雛型にリンク

全国区間別年間交通

量のページにリンク

契約にあたって建設協力金が必要な

場合は、建設協力金の金額を明記

契約にあたって保証金が必要

な場合は、保証金の額を明記

入札参加資格要件にリンク 入札結果を情報公開 次回募集

公告日を明記

次回の入札制度を明記 次回の入札条件を明記

別紙１参照 別紙２参照 別紙３参照

別紙４参照 別紙５参照

公団ファミリーに独占された高速道路マーケットへ
新規参入企業を呼び込むためには、徹底した情報公開が必要

つづき



















入札調書（例） 

     

件名 □▲SA（上り線）ハイウェイショップテナント募集 

入札日時 2002 年 12月 20 日 

    （単位：円） 

第一回 第二回 第三回 摘要 
業者名 

金額（料率） 金額（料率） 金額（料率）  

▲▲道路 ・・・   

××食品 ・・・   

▲□道路サービス ・・・  落札 

○○道路メンテナンス ・・・   

○×メンテック ・・・   

 

別紙５ 










